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  平成26年10月28日 

静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

静岡県条例第81号 

   静岡県観光振興条例 

 静岡県は、世界文化遺産の富士山や、伊豆半島、南アルプスや浜名湖などに代表される豊かで美しい自然

に恵まれ、日本有数の温泉、豊富な食材、日本を代表する景観の茶園、さらには、国宝久能山東照宮等の歴

史的建造物など、多彩で魅力ある観光資源を有しています。 

 私たちは、国内外から訪れる多くのお客様に多彩で高品質な農林水産物や地域の伝統芸能、文化などの魅

力を伝える努力を積み重ねるとともに、富士山静岡空港などの基盤整備を推進し、観光の振興に取り組んで

きました。 

 観光は裾野の広い総合的な産業であり、その振興は地域経済の活性化、雇用の増大及び交流人口の拡大に

寄与するものであることから、活力に満ちた地域社会の実現に向けて、本県の基幹産業の一つである観光の

果たす役割はますます重要になっています。 

 こうした中、世界文化遺産登録を契機に、私たちはあらためて富士山と日本文化のすばらしさに気づき、

郷土の誇りとして、これらを後世に継承していかなくてはならないことを再認識しました。 

 私たちは、恵まれた観光資源の魅力をさらに磨き上げるとともに、観光の振興の意義を理解し、お客様を

おもてなしの心をもって温かく迎え入れる意識を育まなくてはなりません。 

 このような考え方に立ち、県、市町、県民、観光事業者及び観光関係団体が一丸となって地域の魅力を高

め、観光の振興に関する施策を総合的に推進することにより、本県の永続的な発展と、真に豊かで活力に満

ちた地域社会を実現するため、この条例を制定します。 

 （目的） 

第１条 この条例は、本県の観光の振興についての基本理念及びその実現を図るために必要な事項を定める

ことにより、観光の振興に関する施策を総合的に推進し、もって本県の永続的な発展及び真に豊かで活力

に満ちた地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 観光事業者 旅行業者、宿泊業者、飲食業者、公共交通事業者その他の観光に関する事業を営む者を

いう。 

 (2) 観光関係団体 観光事業者が組織する団体及び観光の振興を目的として観光事業者、行政機関その他 

の関係者が組織する団体をいう。 

 （基本理念） 

第３条 観光の振興は、次に掲げる基本理念に基づき行われなければならない。 

 (1) 本県の観光資源を有効に活用し、かつ、次の世代に継承すること。 

 (2) 地域の住民が愛着と誇りを持つことのできる活力に満ちた地域社会を形成すること。 

 (3) 地域における創意工夫を生かした主体的な取組を尊重すること。 



 (4) 国内外から本県を訪れる観光旅行者（以下「観光客」という。）の安全が確保され、安心して快適に観

光を楽しめる環境を整備すること。 

 (5) 観光が本県の主要な産業として発展するよう努めること。 

 （県の責務） 

第４条 県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という｡)にのっとり、観光の振興に関する施策

を策定し、及び実施するものとする。 

２ 県は、観光の振興に関する情報の発信を積極的に行うとともに、県民、観光事業者及び観光関係団体が

行う観光の振興に関する取組に対し、必要な支援を行うものとする。 

３ 県は、観光の振興の意義に対する県民の理解を深め、地域における観光の振興に関する取組への参画を

促進するため、広報及び啓発を行うものとする。 

 （市町との連携等） 

第５条 県は、市町と連携して観光の振興に関する施策を実施するとともに、市町が連携してそれぞれの地

域の特性を生かして行う広域的な観光の振興に関する施策その他の観光の振興を図る取組に対し、必要な

支援を行うものとする。 

 （近隣の県等との連携） 

第６条 県は、観光の振興に関する施策を効果的に実施するため、近隣の県等と連携して、広域での観光の

振興に関する施策を実施するものとする。 

 （県民の役割） 

第７条 県民は、その一人ひとりが、郷土に愛着と誇りを持ち、おもてなしの心を持って、観光客を温かく

迎えるよう努めるものとする。 

２ 県民は、その一人ひとりが、基本理念にのっとり、観光の振興の意義に対する理解を深め、地域におけ

る観光の振興に関する取組に参画するよう努めるものとする。 

 （観光事業者の役割） 

第８条 観光事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を通じて主体的に観光客に対し心のこもったサ

ービスを提供し、満足度を高めることにより、本県への再訪の意欲が高まるよう努めるものとする。 

２ 観光事業者は、基本理念にのっとり、観光客が安全に、安心して、快適に観光ができる環境づくりに努

めるものとする。 

 （観光関係団体の役割） 

第９条 観光関係団体は、基本理念にのっとり、観光関係団体相互の連携を図るよう努めるとともに、主体

的に観光に関する情報の発信、観光客の誘致、観光の振興に寄与する人材の育成及び観光客の受入れ体制

の整備に取り組むよう努めるものとする。 

 （施策の基本方針） 

第10条 県は、次に掲げる基本方針に基づき、観光の振興に関する施策を実施するものとする。 

 (1) 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成 

 (2) 観光産業の振興及び観光の振興に寄与する人材の育成 

 (3) 観光客の来訪の促進 



 (4) 安全、安心で快適な観光を促進するための環境の整備 

 （計画の策定と検証結果の報告） 

第11条 知事は、観光の振興に関する施策を戦略的かつ積極的に推進するため、前条に規定する基本方針を

踏まえ、観光の振興に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めるものとする。 

２ 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 (1) 観光の振興に関する方針 

 (2) 観光の振興に関する目標 

 (3) 観光の振興に関する施策についての基本的な事項 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、観光の振興に関し必要な事項 

３ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、市町、県民、観光事業者及び観光関係団体の意見を聴くもの

とする。 

４ 知事は、毎年度、基本計画の実施状況を検証し、その結果を議会に報告するとともに、公表しなければ

ならない。 

 （調査及び分析） 

第12条 知事は、観光の振興に関する施策を効果的に推進し、もって観光客の満足度及び再訪の意欲を高め

るため、統計調査その他の必要な調査及びその分析を行うものとする。 

 （推進体制の整備等） 

第13条 県は、観光の振興に関する施策を推進するための体制を整備するとともに、必要な財政上の措置を

講ずるよう努めるものとする。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に存する県の基本計画は、第11条１項の規定により定められた基本計画とみな 

す。 


